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七曲公園のネーミングライツパートナーが決定 

 

 
 

 

１ 愛称 

 メディアス公園七曲（ななまがり） 

 

２ 契約期間 

 令和７年４月１日～１２年３月３１日（５年間） 

 

３ ネーミングライツ料 

 年額 ５０万円（消費税及び地方消費税を除く） 

 

４ 七曲公園の概要 

子供広場や展望広場、テニスコート等があり、スポーツや憩いの場として親しまれていま

す。遊具の種類が豊富で、ターザンロープ、アスレチック、ネット遊具などしっかりと体を

動かして遊ぶことができます。 

＜施設概要＞ 

 所 在 地   知多市八幡字七曲１ 

供用開始    昭和６２年５月 

敷地面積    ３９，４００ ㎡ 

主要施設    多目的グラウンド（軟式野球、ソフトボール、サッカー等） 

テニスコート（全天候４面） 

子供広場 

七曲古窯址（１２～１３世紀頃の古窯址２基・市指定史跡） 

 

５ 契約締結式 

 日時 ３月２４日（月）午前１１時から  

場所 知多市役所３階 第２委員会室 

 

緑と花の推進課 
担当：井上 

（０５６２－３６－２６７３） 

 七曲公園のネーミングライツパートナーを知多メディアスネットワーク株式会社に決定

し、契約締結式を行います。 


